
 

入 札 公 告 

 

 

 次のとおり一般競争入札に付すので、隠岐広域連合財務規則（平成 17年隠岐広域連合規則第 10号、

以下「財務規則」という。）第 95条に基づき公告します。 

 

令和 7年 5月 27日(火) 

 

隠岐広域連合 

  広域連合長 池田 高世偉    

 

記 

 

１ 競争入札に付する事項 

 （１）事業名 

1 隠岐病院汎用超音波画像診断装置購入事業 

2 隠岐病院不整脈モニタリングシステム購入事業 

3 隠岐病院重要パラメータ付多項目モニタ購入事業 

4 隠岐病院インピーダンスオージオメータ購入事業 

5 隠岐病院ビデオ軟性胃十二指腸鏡①購入事業 

6 隠岐病院ビデオ軟性胃十二指腸鏡②購入事業 

7 隠岐病院セル洗浄機購入事業 

8 隠岐病院全自動透析液溶解装置購入事業 

9 隠岐病院多用途透析用監視装置購入事業 

10  隠岐病院透析通信システム購入事業 

 （２）入札案件の仕様等 

    入札説明書、仕様書による。 

 （３）納入期限 

    令和 7年 12月 31日(水) 

 （４）納入場所 

    島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 355 隠岐広域連合立隠岐病院内 

 （５）入札方法 

入札にあたっては、契約希望金額の税抜き金額を入札書に記載すること。なお、落札の決定に

ついては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税（以下、消費税という。）に相当

する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金

額)をもって落札価格とする。 

２ 入札に参加する者に必要な資格（以下「競争参加資格」という。） 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

（２）県税の滞納のない者であること。 

（３）主たる営業所が所在する市町村における市町村税の滞納のない者であること。 

（４）公告の日から入札日までに、隠岐広域連合の構成団体（島根県、隠岐の島町、海士町、西ノ 

島町、知夫村）が行う入札について、入札参加資格者指名停止の措置を受けていない者であ 

ること。 

（５）島根県・鳥取県内に本店又は支店（営業所）を有すること。 

 （６）物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱（昭和 45年島根県告示第４号）第４条の

規定による入札参加資格の認定を受け、入札参加資格者名簿において営業種目の大分類「機

械器具類」小分類「医療機器」に登録されている者であること。 

 

 

 

 



 

 ３ 入札の手続等 

（１）入札説明書の交付場所及び問い合せ先 

    〒685-0016 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 355 

隠岐広域連合立隠岐病院 総務課総務係 

    TEL：08512-3-1811  FAX：08512-2-6149 

    電子メールアドレス：r-nakamura@oki-hospital.com（総務係 中村） 

（２）入札説明書の交付期間及び交付方法 

   隠岐広域連合立隠岐病院ホームページ（https://www.oki-hospital.com/）から入手するも

のとする。 

   また、令和 7年 5月 27日(火)から令和 7年 6月 20日(金)までの間、上記（１）においても

交付する。 

（交付時間は土曜、日曜、祝日を除く、午前９時から午後５時までとする。） 

（３）入札説明会 

   実施しない 

（４）入札及び開札の日時及び場所 

入 札 日 令和 7年 7月 7日(月) 

入 札 場 所 隠岐広域連合立隠岐病院２階講堂 

入札開始時刻 午後１時から 

事 業 名 入札事業一覧表のとおり 

そ の 他 郵送による入札は認めない。 

４ その他 

（１）契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金 

財務規則第 96条の規定により、入札参加者が入札書に記入する金額に、当該金額の消費税に

相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときはその端数を切り捨て

るものとする。)の 100分の 5以上の入札保証金を入札までに納付しなければならない。ただ

し、財務規則第 98条各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金を免除することができ

る。 

（３）契約保証金 

    財務規則第 117条の規定により、契約金額の 100分の 10以上の額を納付すること。ただ

し、財務規則第 118条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除することができ

る。 

 （４）入札者に要求される事項 

    この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格確認申請書を提出し、入札 

参加資格の確認を受けなければならない。 

（５）入札の取止め 

財務規則第 105条に定める事由が生じたときは、入札を取止める。この場合においては、入 

札の公告と同様の方法により公告する。 

（６）入札の無効 

   財務規則第 103条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。 

 （７）契約書作成の要否 

    要する。 

 （８）落札者の決定方法 

財務規則第 100条第３項の規定に基づいて定められた予定価格の範囲内で最低の価格を持っ 

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

（９）その他 

    詳細は入札説明書による。 


